
大規模婚活イベント「やまコン in海響館」企画運営業務に係る 

質問及び回答 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ・ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ・ イルカのショーの実施は不可です。 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 海響館からは、長机 5 個とパイプ椅子 20 脚が貸出可能であり、館内放送

は使用可能です。 

・ １階の小松★ワローホールの固定式のベンチ 7 脚があり、30 人程度が座

ることができ、ベンチは使用可能です。 

・ １階のイルカの見えるレストランは、2名席が 7個、4名席が 10個、6名

席が 3個、使用可能です。 

 

【質問１】 

仕様書内の⑽ 「女性参加者への特典」 につきまして、女性参加者への特典

として、「20名分」とございますが、こちらは応募いただいた女性参加者の中

から抽選で 20名様への特典という認識でよろしかったでしょうか。 

【質問２】 

イルカのショーの実施は可能でしょうか。可能な場合、費用等もご教示く

ださい。 

【質問３】 

館内で使用できる机・椅子等の数とその他使用できる備品を教えてくださ

い。 



 

 

 

 

 

【回答】 

・ １階のイベントホールの使用は不可です。 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 照明はありますが、仕様書に記載のとおり、海響館の屋外エリア及びペン

ギン村は参加者の進入を禁止しており、当日は使用できません。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ イルカショーが実施できないことや質問５の回答に記載のとおり、一部の

エリアの利用が制限されていることから、入館料は必ずしも 1,780 円の金

額ではないと考えており、内訳は明確に決めておりません。 

・ あくまで、入館料及び飲食費の実費相当額として、参加費を 2,000円とし

ており、受託者は参加費 2,000円を参加者から徴収する必要があります。 

 ・ なお、仕様書に記載のとおり、海響館の使用料は、受託者が支払うことと

なり、使用料は、当日の参加者及びイベント運営等関係者の人数分の入館料

（1,780円）が必要です。 

 ・ また、飲食費を受託者が負担することは認めませんが、入館料は上記のと

おり明確に決まっているものではないと考えておりますので、受託者が一

部負担することは可能です。 

・ 入館料の一部を受託者が負担することで、参加料内訳の飲食費相当分を増

額することは可能であり、どのような配分にするかは、受託者からの提案に

よります。 

【質問４】 

開催日当日、イベントホールの使用は可能でしょうか。 

【質問５】 

屋上広場は照明がありますでしょうか。 

【質問６】 

仕様書 6の(7)のイについて、2,000円の内訳は（使用料の 1,780円と飲食

費 220円）という認識でよろしいでしょうか。 

また、受託者が負担し、飲食費を設定することは可能でしょうか。 


